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横芝光町農業委員会１０月第７回定例総会議事録

１．開催日時 令和６年１０月７日(月) 午後４時～午後４時３０分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１２名）

会 長 ４番 伊藤 靖雄

会長職務代理者 ８番 伊藤 博明

委 員 １番 小川 文彦 ２番 川島 理昭

３番 永野 邦子 ５番 伊藤 直樹

６番 花澤 成晃 ７番 向後 隆輝

９番 鈴木 茂樹 １０番 下高原 美津子

１１番 伊藤 裕児 １２番 秋葉 芳明

４．欠席委員 なし

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮芳宏

主幹兼農政班長 布施裕章

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第４ 議案第３号

農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する県へ

の意見について
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７．会議の概要 １

事務局 これより、令和６年１０月第７回農業委員会定例総会を開会し

ます。

はじめに伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

ありがとうございました。

事議長

議 長

事務局

本日の出席委員は、全員です。過半数が出席していますので、会

議規則第６条の規定により、本総会は成立しております。

それでは会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につき

ましては、伊藤会長に議長をお願いいたします。

それでは、議長の方を務めさせていただきます。これより議事に

入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行いたいと思

います。会議規則第１３条第２項の規定により、議長が指名するこ

とで、ご異議ございませんでしょうか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。異議なしの声がありましたので、指名を

をいたします。

５番 伊藤 直樹委員、１０番 下高原 美津子委員 お二方

にお願いいたします。

なお、会議書記には事務局の布施主幹を指名いたしますのでよろ

しくお願いします。

続いて日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可

申請に対する許否決定についてを上程いたします。事務局に議案

の朗読並びに説明をお願いします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否

決定について

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を
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求める。

令和６年１０月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の３条の許可申請は、７件です。

なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。

申請地の位置図を添付していますのでご覧ください。

１件目は、木戸字二十八割の畑１筆、６１４㎡です。

農地を相続しましたが、県外に居住しており、農業をしていな

い譲渡人から自宅が近く日頃から管理している譲受人へ所有権移

転しようとするものです。申請地は、落花生の作付けを予定してい

ます。

２件目は、尾垂イ字堀込の田１筆、１６５㎡です。

後継者不在による経営規模縮小のため譲渡人から、経営規模拡

大をしたい譲受人へ売買により所有権移転をしようとする申請で

す。譲受人は隣接する農地を８月に所有権移転しており、申請地を

取得することで作業の効率化が図れます。申請地では水稲の作付

けを予定しています。

３件目は、屋形字南の畑３筆、９５０㎡です。

相続したものの町外に居住し農業をしていない譲渡人から、経

営規模拡大のため自宅が近く日ごろからこの畑を管理している譲

受人へ、所有権移転をしようとするものです。申請地では、松を植

える予定です。

４件目は、木戸字九十七割の田１筆、１，１６３㎡です。

高齢のため農業ができない譲渡人から、経営規模拡大のため譲

受人へ所有権移転をしようとするものです。申請地では、水稲の作

付けを予定しています。

５件目は、木戸字七割の田３筆、字二十割の田１筆、字九十七

割の田１筆、合計５筆、１１，０６５㎡です。

相続したものの高齢により、農業をしない譲渡人から、経営規模

拡大のため譲受人へ所有権移転をしようとするものです。申請地

では、水稲の作付けを予定しています。
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議 長

５ 番

議 長

議 長

６件目は、横芝字西境田の畑２筆、坂田池字明治の田５筆、合計

７筆、４，７６４㎡です。

相続したものの町外に居住しており農業をしない譲渡人から、

経営規模拡大のため譲受人へ所有権移転をしようとするもので

す。申請地では、水稲の作付けとみかんの栽培を予定しています。

７件目は、横芝字向根の畑２筆、１，１７９㎡です。

病気のため農業ができない譲渡人から、隣地を耕作している譲

受人へ所有権移転をしようとするものです。申請地では、とうもろ

こしの作付けを予定しています。

申請のありました件につきましては、譲受人の、機械保有、労働

力、営農状況などから３条許可基準各号に適合していると考えま

す。

以上、議案第１号の説明でございます。

ごくろうさまでした。ただいま議案第１号の説明並びに朗読が

終りました。はじめに１件目の案件について担当委員の説明を求

めます。

５番 伊藤です。県外に住んでいる譲渡人から、日頃から管理し

ている譲受人へ売買による所有権移転するものです。現地を確認

したところ、適正に管理されており問題ないと思います。よろしく

お願いします。

はい、ありがとうございます。説明が終わりましたので１件目の

案件ついての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件について

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、２件目の案件について、資料記載のとおり伊藤直樹委員に
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７ 番

議 長

議 長

８ 番

議 長

関係がありますので、議事参与の制限に該当するために、会議規則

第十条の規定により、採決が終了するまでの間、伊藤直樹委員の本

件への質疑を禁止します。

２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

７番 向後です。譲受人は、隣接する農地を８月に所有権移転し

ており、申請地を取得することで作業の効率化が図られます。現地

を確認したところ、作付けされており問題ないと思います。よろし

くお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので、２件目の案件

についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

伊藤直樹委員への発言禁止を解きます。

次に、３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

８番 伊藤です。町外に住んでいる譲渡人から、経営規模拡大を

したい譲受人へ売買による所有権移転するものです。現地を確認

したところ適正に管理してあり、問題ないと思います。よろしくお

願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので３件

目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件について

の採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。
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議 長

８ 番

議 長

議 長

８ 番

議 長

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、４件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

８番 伊藤です。高齢のため、農業ができない譲渡人から、経営

規模拡大をしたい譲受人へ売買による所有権移転をするもので

す。現地を確認したところ適正に管理されており、問題ないと思い

ます。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので４件目

の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目の案件について

の採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、５件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

はじめに、１筆目から４筆目まで、５番 伊藤直樹委員、お願

いします。

８番 伊藤です。相続したものの農業をしていない譲渡人から、

経営規模拡大のため譲受人へ、所有権移転をしようとするもので

す。申請地では、水稲の作付けを予定しています。現地を確認した

ところ適正に管理されており、問題ないと思います。よろしくお願

いします。

続いて５筆目は、８番伊藤博明委員、お願いします。
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６ 番

議 長

議 長

１１番

議 長

議 長

６番 伊藤です。相続したものの農業をしていない譲渡人から、

経営規模拡大のため譲受人へ、所有権移転をしようとするもので

す。申請地では、水稲の作付けを予定しています。現地を確認した

ところ適正に管理しており、問題ないと思います。よろしくお願い

します。

ありがとうございました。説明が終りましたので５件目までの

質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、５件目の案件について

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって５件目の案件については、原案のとおり決定を

いたしました。

次に、６件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１１番 伊藤です。相続したものの町外に居住し農業をしない譲

渡人から、経営規模拡大のため譲受人へ所有権移転しようとする

ものです。申請地の畑は、みかん、田については許可後に耕耘し、

水稲を作付予定です。よろしくお願いします。

説明が終わりましたので６件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、６件目の案件について

の採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって６件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、７件目の案件について、資料記載のとおり伊藤裕児委員に
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１２番

議 長

議 長

事務局

関係がありますので、議事参与の該当のため、会議規則十条の規定

により、採決が終了するまでの間、伊藤裕児委員への本件の質疑を

禁止いたします。

７件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１２番 秋葉です。病気のため農業ができない譲渡人から、隣地

を耕作している譲受人へ、所有権移転しようとするものです。 申

請地では、とうもろこしの作付けを行います。現地を確認したとこ

ろ、適正に管理されており問題ないと思います。よろしくお願いし

ます。

はい、ありがとうございました。説明が終りましたので、７件目

の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、７件目の案件についての

採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって７件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

伊藤裕児委員への発言禁止を解きます。

日程第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可

申請に対する県への意見についてを上程します。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県へ

の意見について

農地法第５条による許可申請書が提出されたので本会の意見を

求める。

令和６年１０月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

今回の５条の許可申請は２件です。

なお、譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。
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議 長

１ 番

申請地①および②は、中台字櫻前の台帳地目山林、これは現況が

畑でありますので今回転用対象となっており、合わせて９筆、合計

１１,８６９㎡です。
転用の目的は太陽光発電設備の設置になります。

申請地の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご

覧ください。

申請地は、松尾横芝インターチェンジから北へ約１．３ｋｍの位

置にあります。

譲受人は匝瑳市に所在する会社で再生可能エネルギー事業を営

んでおり、町内でも数箇所太陽光発電設備を設置しております。

申請地は横芝工業団地の西側に所在しており、小集団の生産性

の低い農地として第２種農地と判断しました。

発電に用いるパネルは１９８０枚、パワコンは２８台で、小売事

業者である東京電力パワーグリッド株式会社を通じて特定の企業

へ売電する方式を採用します。

また、この土地は成田土地改良区の受益地ではありません。

整地は軽く転圧をかけるのみで、砂利やコンクリート敷きには

しません。

雨水は地下浸透で処理します。

転用期間は令和６年１２月１日から令和７年２月２８日までを

予定しております。

建設費等は、自己資金から賄う予定であり、金融機関の預金残高

証明書により必要な資金を確保していることを確認しました。

以上が、議案第２号の説明です。

ただいま、議案第２号の朗読並びに説明が終りました。

本案件について、担当委員の説明を求めます。

１番 小川です。本件は、現地を確認したところ一部耕作はな

されているところはあるものの、土地所有者の売却意向があるこ

と、土地改良区の受益エリア外であること、隣接農地所有者から

反対意見が出されていないことを考えますと転用はやむを得ない

と思われます。よろしくお願いします。
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議 長

議 長

事務局

はい、ありがとうございました。説明が終りましたので、議案

第２号の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、議案第２号についての採

決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求

めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第２号については、原案のとおり許可相当

として県知事に意見書を送付いたします。

続いて、日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許

可後の計画変更承認申請に対する県への意見についてを上程しま

す。事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認

申請に対する県への意見について

農地法第５条による許可後の計画変更承認申請書が提出された

ので本会の意見を求める。

令和６年１０月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

計画変更は７件ですが、内容が同一ですので、一括して説明させ

ていただきます。

計画変更地①～⑦は、谷台字東耕地及び牛熊字西耕地の田、合わ

せて１０筆、５，６５１㎡です。譲受人は圏央道建設を行う事業者

で、転用目的は圏央道建設に伴う橋梁架設のためのヤード用地と

して、すでに令和４年１２月２日付けで千葉県知事より許可を受

けています。

当初の計画では、令和６年１１月３０日で工事を完了する予定

でしたが、工事予定地内を掘削したところ自然由来の重金属が検

出されたことにより、千葉県の調査および土壌汚染防止法に基づ

く地域指定事務が生じたため、予定までに工事が完了しない見込

みとなったことから、計画変更として令和８年１２月３１日まで

工事期間の延長申請がありました。変更内容は工事期間の延長の
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議 長

みであります。説明は以上です。

ありがとうございました。ただいま議案第３号の朗読並びに説

明が終りました。

本件３号については、圏央道工事遅れによる賃借権設定期間の

延長であります。担当委員、私ですが説明を省略させていただきま

す。１件目から７件目まで一括して審議を行いたいと思います。

議案第３号についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、議案第３号について採決

を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第３号については、原案のとおり許可相当

として県知事に意見書を送付します。

以上で提案されました議案の審議はすべて終了しました。慎重

審議ご苦労様でした。

事務局 以上をもちまして、令和６年１０月第７回農業委員会定例総会

を閉会します。


